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 医療機関の管理者  様 

 

                           山口県健康福祉部医務保険課長 

 

医療機関における院内感染対策の徹底について（その５） 

 

このことについて、令和３年８月２０日付け令 3 医務保険第 481 号「医療機関におけ

る院内感染対策の徹底について（その４）」及び令和２年８月２１日付け令 2 医務保険

第 626 号及び令２健康増進第 718 号「医療機関における院内感染対策のための自主点検

等について」により、院内感染対策の徹底を依頼しているところですが、新型コロナウ

イルス感染症の患者の急増に伴い、１月７日に岩国地域においては「まん延防止等重点

措置区域」に指定されたところです。 

ついては、県内各医療機関におきましては、改めて院内感染対策を徹底するようお願い

します。 

なお、上記通知は、医務保険課ホームページにも掲載しています。 

 

【医務保険課ホームページ】

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15100/tuuti-itiran/tuuti-itiran.html 

山口県ホームページ> 組織で探す > 医務保険課 >医療機関への周知文書一覧 

 

【参 考】 

・「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（国立感染症研究所） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html  

・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について」（一般社団法人日本感染症学会） 

https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31 

・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について」（一般社団法人日本環境感染学会） 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328 

・新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード等（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html#h2_3 

・令和３年度院内感染対策講習会「新型コロナウイルス感染症に関する特別講習会」（厚生労働省委託事業） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html 
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